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令 和 ６ 年 第 １ 回 小 城 市 議 会 定 例 会 提 案 理 由 （ そ の ３ ）  

（ 令 和 ６ 年 ３ 月 2 5 日 追 加 議 案 ）  

 

そ れ で は 、こ れ よ り 本 日 追 加 提 案 を い た し て お り ま す

議 案 の 提 案 理 由 を 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 4 0 号  工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て で

ご ざ い ま す が 、こ の 工 事 は 、令 和 ５ 年 度  牛 津 川 遊 水 地

事 業  集 団 移 転 先 造 成 工 事 (坂 井 地 区 )で 、地 方 自 治 法 第

9 6 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る

も の で ご ざ い ま す 。  

今 回 提 案 し て お り ま す 工 事 は 、牛 津 川 遊 水 地 事 業 に 伴

い 、移 転 対 象 と な っ た 住 民 の 集 団 移 転 先 の 一 つ で あ る 坂

井 地 区 に お い て 、住 宅 用 地 や 道 路 、調 整
ちょうせい

池
ち

等 の 整 備 を 行

う も の で ご ざ い ま す 。  

契 約 の 方 法 は 、 条 件 付 き 一 般 競 争 入 札 に よ る 契 約 で 、

契 約 の 金 額 は 、 ２ 億 3 , 1 6 6 万 円 、 契 約 の 相 手 方 は 、 中

島・大 義 建 設 共 同 企 業 体  代 表 者  株 式 会 社  中 島 工 務

店  代 表 取 締 役  中 島
な か し ま

 信
し ん

哉
や

で ご ざ い ま す 。  

工 期 は 、 議 会 議 決 の 日 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 2 8 日 ま で を

予 定 し て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 4 1 号  令 和 ５ 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補 正

予 算 （ 第 1 1 号 ） で ご ざ い ま す が 、 第 １ 表  債 務 負 担 行

為 補 正 に つ き ま し て 、「 不 燃 物 収 集 運 搬 車 購 入 費 」 の 期
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間 及 び 限 度 額 を 変 更 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、報 告 第 ２ 号  専 決 処 分 の 報 告 に つ い て で ご ざ い

ま す が 、 令 和 ５ 年 1 2 月 2 5 日 午 後 ３ 時 1 7 分 頃 、 市 が 所

有 す る 巡 回 バ ス が 市 道 を 走 行 中 、交 差 点 で 右 折 し て き た

車 両 と 接 触 し 、車 両 を 損 傷 さ せ た も の で 、和 解 が 成 立 し 、

小 城 市 長 の 専 決 処 分 事 項 の 指 定 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 第

１ 号 及 び 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日 付 で 専

決 処 分 を い た し ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 1 8 0 条 第 ２

項 の 規 定 に よ り 報 告 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

以 上 、本 日 追 加 し ま す 議 案 に つ き ま し て 、そ の 概 要 を

御 説 明 申 し 上 げ ま し た が 、御 審 議 の 上 、御 承 認 賜 り ま す

よ う よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま し て 、提 案 理 由 の 御 説 明

と さ せ て い た だ き ま す 。  


